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生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて

生活保護行政の推進については、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

生活保護制度は、生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「法jという。）第4条に基づき、

その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用する

ことを要件としていますが、急迫の場合や資力はあるものの直ちに活用できない事情がある場合

は適用され得るものです。

ただし、資力があることを確認した際は、資力の発生時期に遡って法第63条に基づく費用返

還を当該被保護者に対して求めることとしています。

また、不実の申請その他不正な手段により保護を受けた者、又は受けさせた者に対しては法第

78条に基づく費用徴収を行うこととしています。今般、会計検査院より、これらの費用返還及

び費用徴収の取扱いについて、一部の実施機関において不適切な事案が見受けられ、是正改善を

行うべきとの指摘を受けたところです。

このため、今回の会計検査院からの指摘を踏まえ、下記の事項に留意の上、適正かつ厳格な処

理に当たられるよう管内実施機関に対し周知徹底いただくようお願いします。

ﾐ郊星羊雲Jみふ



記

1 会計検査院からの指摘等の概要

（1）検査結果の概要

生活保護費の返還金等について、以下のとおりその決定が適正に行われていない事案がみ

られた。

ア返還金等の額の算定が適切に行われていなかったもの

（ア）収入未申告による返還金について、次の理由等から不正の意図がなかったとして法第

63条を適用していたもの

・ 収入を得ていた世帯員本人に申告義務を十分に周知していなかったこと

･ 収入を得ていた世帯員が申告義務を理解していなかったこと

・ 被保護世帯において、収入申告をしていなかったことについて反省し、収入が未申

告であったことが判明した後の調査に協力的であること

・ 収入を得ていた世帯員が高校生の場合、一律に法第63条を適用することとしてい

ること

（イ）返還金等から控除すべきでない費用（保護開始前の債務に対する弁済金等）を自立更

生に充てる経費として控除して返還額を決定していたもの

（ウ）保護から脱却することを理由に将来の生活費を返還金等から控除していたもの

（工）費用返還請求の対象となる資力の発生時期を誤ったため、返還額を過小に認定してい

たもの

イ遡及して受給した年金に係る返還額の決定に当たり、年金の遡及受給額から一律に自立

更生に充てる額を控除しなければならないと誤認して返還額を決定しているもの

（2）厚生労働省に対する処置要求内容

ア事業主体に対して、法第e,3条又は法第78条を適用する場合の考え方を明確に示し、

収入申告がなされていない事態について検討を十分行った上で、法第78条を厳格に適用

するよう徹底を図ること

イ事業主体に対して、返還決定等及び自立更生費等の取扱いについて体系的に明示すると

ともに、返還決定等の判断の適切性並びに返還金の額から控除する額の適切性及び必要性

を検討するための様式を示すなどすること。また、返還決定に当たり、特に遡及して年金

を受給した場合を含め、原則として返還対象額全額を返還させる取扱いを徹底すること



ウ事業主体に対して次のような技術的助言を行うこと

（ア）申告義務について被保護世帯の状況に応じて的確に説明を行い、収入の有無にかかわ

らず定期的かつ確実に収入申告書の提出を求めること

（イ）返還決定等に当たり、返還及び徴収の対象となる期間及び返還対象額等の算定を適正

に行うこと。また、返還決定に当たり、自立更生費等を控除する場合は、必要性を十分

検討した上で、控除の認定を適切に行うこと

工厚生労働省、都道府県等が事業主体に対して行う生活保護法施行事務監査の際に、返還

決定等の状況の確認を徹底し、保護費の返還及び徴収が適正に行われていない事業主体に

対して改めて指導を徹底すること

改善に向けた取組

上記1の指摘を踏まえ、法第63条及び法第78条に基づく費用返還等の取扱いについて、

以下のように定めたので、管内実施機関に周知徹底されたい。

1）法第63条に基づく費用返還の取扱いについて

ア返還対象額について

2

(1）

法第eS条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象とすること。

ただし、全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯の自立が著しく阻害される

と認められる場合は、次に定める範囲の額を返還額から控除して差し支えない。

なお、返還額から控除する額の認定に当たっては、認定に当たっての保護の実施機関の

判断を明確にするため、別添1の様式を活用されたい。

①本人が十分注意を払っていたにもかかわらず盗難等の不可抗力により消失した額で

あって、警察にも遺失届が出されており、消失が不可抗力であることを確実に証明で

きる場合。

②家屋補修、生業等の一時的な経費であって、保護（変更）の申請があれば保護費の

支給が認められると保護の実施機関が判断する範囲のものに充てられた額。 （保護基

準額以内の額に限る。 ）

③当該収入が、 「生活保護法による保護の実施要領について」 （昭和36年4月1日

厚生省発社第123号厚生事務次官通知）第Sの3の（3）に該当するものにあって

は、 『生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」 （昭和38年4月1日社

保第34号厚生省社会局保護課長通知）第8の40の認定基準に基づき、保護の実施

機関が認めた額。 （事前に実施機関に相談があったものに限る。ただし、事後に相談

があったことについて真にやむを得ない事情が認められるものについては、挙証資料



によって確認できるものに限り同様に取り扱って差しつかえない。 ）

④当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられたものであって、地域住

民との均衡を考慮し、社会通念上容認される程度として保護の実施機関が認めた額。

ただし、以下の使途は自立更生の範囲には含まれない。

（ア）いわゆる浪費した額（当該収入を得たことを保護の実施機関に届け出ないまま

費消した場合を含む）

（イ）贈与等により当該世帯以外のために充てられた額

（ウ）保有が容認されない物品等の購入のために充てられた額

（工）保護開始前の債務に対する弁済のために充てられた額

⑤④にかかわらず、遡及して受給した年金については、イにより取扱うこと。

⑥当該収入があったことを契機に世帯が保護から脱却する場合であっては、今後の生

活設計等から判断して当該世帯の自立更生のために真に必要と保護の実施機関が認め

た額。この場合、当該世帯に対してその趣旨を十分説明するとともに、短期間で再度

保護を要することとならないよう必要な生活指導を徹底すること。

なお、 「当該収入があったことを契機に世帯が保護から脱却する場合」とは、当該

収入から過去に支給した保護費相当額を返還した上でなお残額があり、その残額によ

り今後相当期間生活することが可能であると見込まれる場合や、残額がない場合であ

っても当該収入を得ると同時に定期的収入等が得られるようになった場合をいう。

そのため、当該収入に対して保護費の返還を求めないことと同時に、専ら当該世帯

の今後の生活費用全般に充てることを「自立更生」に当たるものとする取扱いは認め

られないので留意すること。

イ遡及して受給した年金収入にかかる自立更生費の取扱いについて

年金を遡及して受給した場合の返還金から自立更生費等を控除することについては、定

期的に支給される年金の受給額の全額が収入認定されることとの公平性を考慮すると、上

記アと同様の考え方で自立更生費等を控除するのではなく、厳格に対応することが求めら

れる。

そのため、遡及して受給した年金収入については、次のように取扱うこと。

（ア）保護の実施機関は、被保護世帯が年金の裁定請求を行うに当たり、遡及して年金を受

給した場合は、以下の取扱いを説明しておくこと。

①資力の発生時点によっては法第63条に基づく費用返還の必要が生じること

②当該費用返還額は原則として全額となること

③真にやむを得ない理由により控除を認める場合があるが、事前に保護の実施機関に



相談することが必要であり、事後の相談は、傷病や疾病などの健康上の理由や災害な

ど本人の責めによらないやむを得ない事由がない限り認められないこと

(イ）原則として遡及受給した年金収入は全額返還対象となるとした趣旨を踏まえ、当該世

帯から事前に相談のあった、真にやむを得ない理由により控除する費用については、保

護の実施機関として慎重に必要性を検討すること。

(ウ）資力の発生時点は、年金受給権発生日であり、裁定請求日又は年金受給日ではないこ

とに留意すること。また、年金受給権発生日が保護開始前となる場合、返還額決定の対

象を開始時以降の支払月と対応する遡及分の年金額に限定するのではなく、既に支給し

た保護費の額の範囲内で受給額の全額を対象とすること。

）法第フ8条に基づく費用徴収決定について

法第63条は、本来、資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用できない事情に

ある要保護者に対して保護を行い、資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになっ

た段階で既に支給した保護金品との調整を図るために、当該被保護者に返還を求めるもので

あり、被保護者の作為又は不作為により保護の実施機関が錯誤に陥ったため扶助費の不当な

支給が行われた場合に適用される条項ではない。

被保護者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で、保護の実施

機関への届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められ

るときや、保護の実施機関及び被保護者が予想しなかったような収入があったことが事後に

なって判明したとき等は法第63条の適用が妥当であるが、法第78条の条項を適用する際

の基準は次に掲げるものとし、当該基準に該当すると判断される場合は、法第78条に基づ

く費用徴収決定をすみやかに行うこと。

①保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文嘉による指示を

したにもかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき

②届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき

③届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、保護の実施機関又はその職員

が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、

又は虚偽の説明を行ったようなとき

④課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明した

とき

(2）

ア届出又は申告の徹底について

保護の実施機関が被保護世帯に対して行った収入申告書の届出義務等に関する説明が不



十分であり、又は説明を行ったとしても、ケース記録等に記録せず、説明を行ったことを

挙証する資料がないなどの理由により、本来、法第78条を適用すべき事案にもかかわら

ず、法第63条を適用しているという不適切な実態が一部自治体にあることが指摘されて

いるところである。

そのため、 「生活保護行政を適正に運営するための手引について」 （平成18年3月30

日社援保発第0330001号本職通知) Iの2に基づき、届出が必要な資産及び収入の種類を

具体的に列挙した届出義務についての「福祉事務所長名の通知」や「保護のしおり」等を、

保護開始時及び継続ケースについては、少なくとも年1回以上、世帯主及び世帯員等に配

布等の方法により、届出義務の内容を十分説明しておくよう徹底を図られたい。

法第フ8条の適用に当たって最も留意すべき点は、被保護者等に不当又は不正に受給し

ようとする意思があったことについての立証の可否であり、立証を困難にしているものの

原因は、被保護世帯に対する収入申告の義務についての説明が保護の実施機関によって十

分になされていない、あるいは説明を行ったとしても当該被保護世帯が理解したことにつ

いて、事後になってケース記録等によっても確認できないといつたこと等にあると考えら

れる。

このような事態を未然に防止し、法第78条の適用を厳格に実施するためにも、収入申

告の義務の説明をしたこと及びその内容を理解していることを、保護の実施機関と被保護

世帯との間で明確にする必要がある。

よって、別添2の様式を用いて、保護の実施機関が当該被保護世帯に対し、収入申告の

必要性及び義務について説明を行ったことや当該被保護者がその説明（収入に変動があっ

た場合、すみやかに保護の実施機関に申告することや、申告等を怠った場合は、法第78

条の適用を受け、全額費用徴収されること等）を理解したことを保護の実施機関と被保護

世帯とで共有し明確にすること。

イ収入申告を求める際の留意点

課税調査によって被保護世帯の収入が判明した事案のうち、その収入が当該被保護世帯

の世帯主以外の者（未成年）の就労収入であるという場合には、一律に法第63条を適用

しているという不適切な実態が一部自治体にあることが指摘されているところである。

未成年である世帯員についても、稼働年齢層であれば当然に保護の実施機関に対し申告

の義務はあるので、申告を怠っていれば原則として法第フ8条の適用とすべきである。

また、世帯主が世帯員の就労について関知していなかった、就労していた世帯員本人も

申告の義務を承知していなかった、保護の実施機関も保護開始時にのみ収入申告書の提出

の義務を説明しただけであり、当該被保護世帯の子が高校生になった際に就労収入の申告



の義務について説明を怠っていた等の理由により、法第63条を適用せざるを得ないとい

う判断がなされている実態が見受けられる。

そのため、別添2の様式によって、収入申告の義務について説明を行う際、世帯主以外

に稼働年齢層の世帯員（高校生等未成年を含む）がいる世帯については、当該世帯員本人

の自書による署名等の記載を求めること。この際、別葉とするか同一様式内に世帯員の署

名欄等を設けるかは自治体の判断で対応されたい。

なお、保護開始世帯については、世帯主及び稼働年齢層の世帯員に対し収入申告の義務

について開始時に説明することとし、既に受給中の世帯については稼働年齢層の者がいる

世帯への訪問時等に改めて収入申告の義務について説明するとともに、別添2の様式を活

用されたい。

（3）都道府県・指定都市本庁が行う福祉事務所に対する監査においても、今回の会計検査院に

よる指摘を踏まえ、上記に記載した取組等、改善に向けた対策が実際に実施されているかに

ついて、確認すること。また、履行状況が不十分な場合は、改善のための必要な指導・援助

を行うこと。



(別添1）

返還額から控除する額の認定について
決裁

1．被保護世帯について

世帯類型

世帯番号

世帯主名

世帯員数

住所(あるいは地区）

2.被保謹世帯が得た収入について

3.必要経費(社会保険料､交通費等)について

4.各種控除について

※「生活保護法による保護の実施要領について｣(昭和3碑4月旧厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8-3-(2)-工で
示すその他の収入の場合の世帯合算8,000円以内の額､同通知第8-3-(4)で示す勤労に伴う必要経饗の額

被保護世帯が申請した自立更生経費について

－~~寶亘零司一雨藷顎一一T

5．

認定基準(※）

壽願蕊露壼雲葹燕耐鐡売耐卿砺棗豊喜蘆翻赫壼壼壽夛
認定控除額(b)

返還請求額[(a)-(b)]

円
円

作成日平成年月 日

担当者名 印

収入等 受領日 受領額 返還対象額(全額)(a)

法第63条を適用する理由
(収入判明の端緒等）

費目等 認定額

費目等 認定謡
I

P

I

自立更生計画受領日 平成 年 月 臼



別添2

せいかつほごぼうだい じよう もと しゆうにゆう しんこぐ かくにん

生活保護法第61条に基づく収入の申告について（確認）

(チェック欄）

せいかつほどぼうだい じよう もと じぶん せたい しゆうにゆう ふくしじむしよちよう しんこぐ ぎむ

口生活保護法第61条に基づき、自分の世帯の収入について、福祉事務所長に申告する義務があ

ること。

口欝笙だけではなく、働ける年齢の者が世帯にいる場合､その箸の渡‘箕についても福祉事務所
はたら ねんれい もの せたい ぱあい ふくしじむしよ

ちよう しんこぐ ぎむ ふく え しゆうにゆう

長に申告する義務があること｡蕎謎などの榮織が謙雰(ｱﾙバｲﾄも含む)で得た収入につ

しんこぐ ぎむ

いても申告する義務があること。

ふじつ しんこく ぱあい せいかつほごぼうだい じよう もと え しゆうにゆう ぜんがく ちょうしゆう

口不実の申告があった場合は、生活保護法第78条に基づき、得た収入の全額を徴収されるも

のであること｡職をしようとする意急がなくても､繕捻れが篭なる雛は｢濃の箪善｣と灘
じむしよ はんだん ばあい

事務所に判断される場合があること。

せたいぜんたい しゅうにゅう へんどう ばあい ふくしじむしよ しんこく

□そのため、世帯全体の収入に変動があった場合、すみやかに福祉事務所に申告すること。

きふくし たんとう
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氏より説明を受け、理解しました。以上のことにつきまして、
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を蛍け、又は他人をして受けさせた者が西
ひょう ぜんぷまた いちぶ もの ちよう

の菩用の全部又は一部券．その者から徴

でさる,


